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院
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長

河
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洋

平

殿

衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
厚
生
年
金
の
空
洞
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
厚
生
年
金
の
空
洞
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
か
ら
（
�
）
ま
で
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
を
適
用
す
べ
き
事
業
所
で
あ
っ
て
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
（
以
下
「
適
用
事
業
所
」
と
い
う
。
）

と
な
っ
て
い
な
い
事
業
所
（
以
下
「
未
適
用
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
総
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

お
尋
ね
の
「
厚
生
年
金
の
空
洞
化
率
」
と
は
、
厚
生
年
金
保
険
を
適
用
す
べ
き
事
業
所
の
う
ち
未
適
用
事
業
所
の
占
め
る

割
合
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
未
適
用
事
業
所
の
総
数
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
厚
生
年
金
の
空
洞
化
率
」
及
び

「
そ
の
理
由
」
並
び
に
未
適
用
事
業
所
が
仮
に
適
用
事
業
所
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
厚
生
年
金
保

険
の
保
険
料
（
以
下
「
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
総
額
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

未
適
用
事
業
所
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
を
促
進
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
は
、
法
人
登
記
簿
の
閲
覧
、
労
働
保

険
の
適
用
事
業
所
に
係
る
情
報
の
活
用
等
に
よ
っ
て
未
適
用
事
業
所
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
事
業
所
を
把
握
し
た
上
で
、
地
方

社
会
保
険
事
務
局
長
の
委
託
に
よ
る
社
会
保
険
労
務
士
の
巡
回
説
明
等
を
行
い
、
さ
ら
に
、
社
会
保
険
事
務
所
（
地
方
社
会

保
険
事
務
局
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
に
よ
る
巡
回
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

適
用
事
業
所
が
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
（
以
下
「
滞
納
保
険
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
か
ら
平
成

一



十
五
年
二
月
ま
で
の
月
分
の
保
険
料
（
以
下
「
平
成
十
四
年
度
の
現
年
度
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
平
成
十
四
年
度

の
出
納
整
理
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
総
額
は
、
約
千
四
百
五
十
八
億
円
で
あ
る
が
、
当
該
総
額
に
係
る
適

用
事
業
所
の
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
直
ち
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
形
で
デ
ー
タ
を
保
有
し
て
お
ら
ず
、
お
示
し
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
に
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
で
管
理
す
る
保
険
料

の
納
付
記
録
を
用
い
て
、
平
成
十
四
年
五
月
末
日
時
点
に
お
い
て
、
平
成
十
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
保
険
料
の
全
部
又
は

一
部
を
滞
納
し
て
い
る
事
業
所
の
数
を
特
別
に
集
計
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
か
か
る
事
業
所
の
数
は
約
十
四
万
事
業
所
で
あ

っ
た
。

滞
納
保
険
料
の
納
付
を
促
進
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料
の
納
付
の
促
進
、
社
会
保
険
事
務

所
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
の
実
施
等
を
行
っ
て
き
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
滞
納
処
分
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
全
国
の
地
方
社
会
保
険
事
務
局
及
び
社
会
保
険
事
務
所
に

対
す
る
滞
納
処
分
に
関
す
る
手
引
書
の
配
付
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
対
す
る
社
会
保
険
庁
本
庁
内
部
部
局
の
職
員
に
よ

る
滞
納
処
分
の
手
法
の
指
導
等
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
四
年
度
に
お
い
て
は
、
全
国
の
社
会
保
険

事
務
所
に
お
い
て
延
べ
二
万
四
百
六
十
七
件
の
滞
納
処
分
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



こ
れ
ら
の
対
策
等
に
よ
り
、
全
国
の
社
会
保
険
事
務
所
に
お
け
る
平
成
十
四
年
度
の
現
年
度
保
険
料
の
収
納
率
は
、
約
九

十
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
十
三
年
度
と
比
較
し
て
、
約
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

三


